
新司法試験の選択科目の見直しに当たって考慮すべき事項 

 

１．現行選択科目に関する法科大学院における講座開設状況、受講者・単位認定者数、講座担当教員

の常勤・非常勤の区分 

２．司法試験における選択科目ごとの合格率(選択科目ごとのばらつきのありうる採点結果をどのように合否

判定に利用するのか等を含む） 

３．選択科目ごとに、科目としての範囲の明確性、体系化・標準化がなされているかどうかの判定、その根

拠 

４．選択科目の過去の主題問題ごとの、確立した体系ないし標準との対応関係、教科書等との対応関係 

５．選択科目ごとに、実務的な重要性、社会的な有用性・汎用性等に関する判定、社会おける法サービス

需要との関係、それらの根拠 

(1)各科目に関する裁判事件、法的紛争、法律相談等の全国、地域における件数、そのシェア等、各選

択科目分野を手がける弁護士、裁判官の人数、地域分布等 

(2)基本的科目に加えて独自に試験科目とすることの必要性(実務家になってからの習得では適当ではな

い理由の有無、必要に応じて関連法令、文献、判例等を検索して調べる等によっては対応できない理

由の有無等） 

(3)国家資格に係る試験において、選択科目として配置してその習得を奨励することの社会的、国家的な

意味での必要性、有用性、汎用性 

６．以上を踏まえた追加・削除基準以外の、公的に決定された選択科目に関する基準の存否（選択科目

の絶対数の多寡に関する基準の有無を含む） 


